
令和５年４月から
行橋市の子ども医療費の助成を

新
し
い
医
療
証
は

う
ぐ
い
す
色
で
す

所得制限 な  し

自己負担

　　　   3歳未満：なし
　　　   3歳～15歳※1：
入院：　500円/日（月7日上限）
通院：　600円/月（上限）

　　　3歳未満：なし
 　　  3歳～18歳※2：
入院：　500円/日（月7日上限）
通院：　600円/月（上限）

令和5年3月31日まで 令和5年4月1日から

対象年齢 0歳～15歳※1 0歳～18歳※2

※1 15歳に達する日以後の最初の3月31日まで
※2 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

行橋市 子ども支援課 児童家庭係
TEL：0930-25-1111（内線1181、1182）

8：30～17：00（土日・祝日を除く）

令和５年４月１日から令和５年３月３１日まで

医療証の色が変わります！

詳細についてはこちら
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